
   埋立ごみや粗大ごみには、傷や汚れがあるけれど、手
入れすれば使える物や包装されたままで捨てられている
衣類、贈答品や文具などが多くあります。
　このような使用可能な不用品をごみとするのではなく、必
要な人がリユース（再使用）できるようにするため、 「不用品リ
ユースコーナー」を設置しています。このコーナーを活用し、
ごみを出さない・増やさない循環型社会をつくりましょう。

▼時間　８時30分～17時15分  ※㊏・㊐、㊗を除く

▼場所　役場１階ロビー　　 ▼利用料　無料

▼受け取り可能な品物　多少の傷はあるが清潔で使用
　可能な家具類、少し着ただけで着なくなった衣類、清潔
　で状態の良いベビー用品、贈答品、読まなくなった本など
※飲食物、法令にふれるもの、危険物などは受け取れま
　せん。詳しくはお問い合わせください。

活用しよう

不用品リユースコーナー

▼利用方法　次の手順で利用するようになります。保管
　状況などの都合で不用品の提供をお断りすることもあ
　ります。また、品物は各自で搬出・運搬してもらうよう
　になりますので、ご了承ください。

問町民課生活環境係　☎985-4117
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品物を提供する品物を再使用する

●手順1　展示コーナーで、
希望の品物を確認。備え付
けの申請書を記入し、町民
課に提出します（抽選の場合
があります）。

●手順2　受領承諾書を提
出し、役場で受け取り完了。

●手順1　事前相談した後、
申請書に受け取ってほしい品
物を記入して町民課に提出。
後日、指定された日に品物を
持ち込みます。
●手順2　コーナーに展示
されます。
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